
 

 

 

 

 

 

まん延防止等重点措置(令和３年８月２日～９月３０日) 

にかかる過料について 

 

まん延防止等重点措置(令和３年８月２日～９月３０日)において、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法第３１条の６第３項の規定に基づく営業時間

変更の命令に違反し、過料事件として裁判所に通知した１９店舗のうち１８

店舗について、過料に処することが決定されたことを把握しましたので、お

知らせします。 

なお、１回目のまん延防止等重点措置(令和３年５月１６日～６月１３日)

にかかる過料事件の通知を行った店舗を含め、残る９店舗については過料に

処することが決定されたことを把握しましたら別途お知らせします。 

 

(参考)過料決定の状況 
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